
 

 

 

 

 

ボランティアセンター登録者・団体の皆さまへ、安心してボランティア活動を行っていただくた

めに、ボランティア保険の加入をお勧めしています。 

ボランティア活動保険 

 

【令和５年度加入プラン】 

 基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン 

年間保険料 ３５０円 ５００円 ５５０円 

 

 

 

ケガの補償 

死亡保険金 １，０４０万円 

後遺障害保険金 １，０４０万円（限度額） 

入院保険日額 ６，５００円 

手術保険金 
入院中の手術 ６５，０００円 

外来の手術 ３２，５００円 

通院保険金額 ４，０００円 

特定感染症 補償開始日から１０日以内は補償対象外 初日から補償 

地震・噴火・津波による死傷 ×補償なし ○補償有り ○補償有り 

賠償の補償 賠償責任保険（対人・対物共通） ５億円（限度額） 

令和５年度のボランティア活動保険 ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償 送迎サー

ビス補償は、保険料・保険金額・補償内容ともに前年度からの改定はありません。各種保険の詳細

については、ボランティアセンターへお問合せください。 

 

 

 

視覚に障がいのある方や高齢者が情報を得ることを目的 

に、書籍や雑誌、新聞などの活字を音声でテープに録音し 

て伝える活動を約４０年間続けられている「音訳グループ 

旭川本の会」が、この度「令和 4 年度 ボランティア功労 

者に対する厚生労働大臣表彰」を受けられました。 

誠におめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 ☆ボランティア活動を希望される方は、ボランティアセンターへお問合せください。 

 

ボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして、無償で活

動するボランティアの方々のための補償制度です。 

 

 旭川市結婚相談所ボランティア相談員募集！ 

         ◇活動内容：婚活・結婚に関する相談業務、登録受付、お見合い支援など 

◇場  所：フィール旭川７階（旭川市１条通８丁目） 

◇活動時間：月４回程度の当番制、１回半日３時間又は１日６時間 

 

 

  

 

 

令和５年２月吉日発行 

ボランティア 

活動の情報誌 

 

「令和 4年度 ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰」 

 

音声をテープ 

レコーダーに 

録音している

様子 

  
 



 

 

 

令和５年１月１８日（水）、旭川市民文化会館で行わ

れた「令和 4 年度 防災講習会」において、防災課に

よる「地域の災害リスクと避難情報について」及び「自

主防災組織の活動について」の講話のあと、最後に「災

害時におけるボランティア活動について」の講話を、

ボランティアセンターから行いました。 

 開催前日は、２８年前に平成７年１月１７日に阪神

淡路大震災が発生した日でもあり、また上川地方で震

度３の地震が発生したこともあってか、１２２名の参

加者は、災害に対して身近な危機感を持って講話を聴

いている様子でした。 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

旭川市役所で行われた三者協定の締結式 

（旭川市防災安全部防災課主催） 

で「災害時におけるボランティア活動について」講話しました！ 

を締結しました。  

令和 4 年１２月２６日（月）、旭川市役所において、旭 

川市と旭川西ロータリークラブ、旭川市社会福祉協議会の 

三者で、旭川市内で災害が発生し、又は災害が発生するお 

それがある場合において三者が相互に連携し、円滑な災害 

応急対策を実施するために、「災害時等における協力体制 

に関する協定」を締結しました。 

旭川市社会福祉協議会では、同年８月５日にも旭川市と 

旭川青年会議所の三者で協定を締結するなど、企業や団体 

により災害支援活動をバックアップしていただくための体 

制づくりを進めています。 

 

旭川市民文化会館で行われた防災講習会 

 
【発行・問合せ先】 旭川市社会福祉協議会ボランティアセンター 

〔住所〕〒070-0035 旭川市５条通４丁目ときわ市民ホール１階 

〔電話〕21-5550  〔FAX〕23-0746  〔メール〕volunteer@asahikawa-shakyo.or.jp 

〔ホームページ〕https://www.asahikawa-shakyo.or.jp/volunteer/ 

 

 

新しく環境が変わる方も多くなる時期ですが、ボランティ 

アセンターに登録しているボランティア団体で代表者に変更 

がある場合やボランティア活動者（個人）で転居のため住所変更がある方、登

録の抹消を希望される方などは、ボランティアセンターへお知らせください。 

また、本講習会では、「東旭川町ペーパン川越水被害による災害支援 

活動」のパネル展示も行いました。参加者は休憩時間などに旭川市内 

で実際に行われた災害支援活動の様子をご覧になっていました。 

 ボランティアセンターに登録している災害ボランティアの方にも、 

たくさん参加していただきました。また、新しく災害ボランティアと 

して登録していただいた方もあり、厚くお礼を申し上げます。 

  

 

「東旭川町ペーパン川越水被害に 

よる災害支援活動」パネル展示 
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